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連帯概念と連帯的社会像

一Ｅ・デュルケーム『社会分業論』の主題と論理構成をめぐって－
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財との関係に「物的述帯」という用語をあてはめてい

る｡）つまり．デュルケームの言説の'１１での「連帯」は，

操作的に定義された技術的用語なのではなく，日常的な

)'１語法とのあいだに111]確な境界をもたない言葉のひとつ

なのである。

このことは，デュルケームの言説を狭い意味での理論

として理解しようとする者にとって，いささか厄介な障

害となっている。連帯という概念は，デュルケーム社会

EI1iiiIiの最も重要な柵成要素のひとつであるにもかかわら

ず，それが一貫した理論的体系を構成するには，概念と

してあまりにも過度の可塑性を付与されているからであ

る。彼のBl1論，とりわけ『社会分業論』におけるそれ

が，時として厳密さを欠き，論旨の混乱を示していると

すれば，少くともその一端は連帯という用語の概念的限

定の欠除に由来している。

そこで私達としては，連帯という用語の意味を，その

文脈ごとに理解し分節化しながら，デュルケームのテキ

ストを読み進めなければならない。とりわけ，この用語

０．はじめに

Ｅ・デュルケームの社会理論が，しばしば連帯という

用語を基軸として展開されていることは既に周知のＪ１実

である。

例えば，彼の最初のまとまった著作である『社会分業

論」（1893）は，社会的分業の進展に伴う社会関係の形式

的変化，もしくはその構成原理の転換を，「機械的連帯」

から「有機的連帯」への移行として描きだすものであっ

た。またそれ以降，この類型区分が放棄されてしまって

からも，連帯的な関係の可能性とその条件１こついては，

随所にくり返し追求がなされているL，

では，デュルケームにおいて“連帯,,とI土何であろう

か。－既にＧ・ポッジらによって指摘されるとおり，

デュルケームのテキストの中で，連帯という用語そのも

のは一度も明確に定義づけられていない,。しかもその

適用iiii囲はかなり広範におよび，その分，概念内容には

暖昧さが伴っている。（例えば彼は，財産所有者とその
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が人間と人|H]，集団と集団の関係に対し，一定のI1lli値づ

けを伴いながら用いられている時，そこIこ未分節な形で

含意されているものを注意深くよりわけていく必要があ

ろう］それは単に，ひとつの概念を明確化するためばか

りではない。その作業をとおして，デュルケーム社会理

論の主題と論理に関し，彼ｆ１身が充分に言語化しえなか

ったiiM分を呼びおこしていくことにつながるはずだから
である。

そこで本稿においては，その千はじめとして次のこと

を試ゑて承たし､。

まず，『社会分業論』にテキストを限定し，その'１ｺで

の個々の文脈に応じた連帯概念の位置づけを再確認して

いくこと。筆者の読象とる限り『社会分業論』は，その

主題と論理構成において一種の二重構造を示しており，

それぞれの脈絡ごとに，連ｲｶﾞという用紙の意味にずれが

生じている。この点を確認しつつ，連帯概念のこれまで

充分に認められてこなかった－０M面を浮きあがらせた

い。そして次に，デュルケームの他のテキストにも言及

しつつ，連帯という用語によって示される社会的紐帯の

諸特性を再構成すること。これによって，社会理論全体

の主題と結びついた，ひとつの連帯的社会像を提示する

ことができよう。

よ機接に社会依存するようになるのはいったいどうし

てであるか，個人はなぜいよいよ個人的になると同時

にますます連帯的になりうるのか｣3)。

すなわち，一力において社会（集合意識）に対する

「個人の自立化」が進行する時，その個々人が相互に孤

立することなく，むしろ「社会的迎帯」を強めていくと

すれば，それはいかにしてか,，ここに諮作の橘成を規定

するＩ'１心的ｌｌｉ１題があったと言えるのである。そしてこの

ＩｌＵいに対し，「社会分業i論』は，「分業の機能」というと
ころから解答を示すものであった。

ひとまず，その説明の筋道をたどってふることにしよ
う。

デュルケームによればⅢ機械的連帯の垈盤となってい

た社会の環節的構造を解体させるのは,直樹と11社会的
分業の刀ではないなぜなら「環節による構成は分業に

とってこえがたい障害であり，少くとも部分的にせよ，

分業が出現するためにはすでに消滅していたはず」なの

であり，「分業は環節的臓成がその存在を終った限りに

おいての象存在しうる」からであるの。

では，社会の環節的柵成を喪失させ，分業の進展を可

能にする第一次的要因は何か。デュルケームはそれを，

（１）定住化のもたらす人口の集中，（２）都市社会の形
成，および(3)コミュニケーション手段の発達に求めて

いる。これらの要因によって，「今まで切り離されてい

た諸個人が接近するようになり｣，「これまで相互に影響

しあうことのなかった社会全体のうちの諸部分間に，互

いに交換しあうさまざまの運動が生じる｣｡`）かくして，

彼の言う「人口の動的・道徳的密度」が増大し，環節型

の社会は解体していく。社会的分業はこれによって可能
になるのである。

しかし，「ひとたび分業が始まると，それは環節的構

成の衰微を促進するのに役立つ｣｡`）そして分業の進展

は，機械的連帯の存立基盤をその根底から掘りくずし，

従ってまた，それを特徴づけている意識間の関係を転換

させていくことになる。－当然のことながら，分業が

進行するということは，相互に異質な活動の領域が一社
会の内lWlに成長していくことを意味する。従ってそれぞ

れの活動は異った条件下でなされることになり，各含の

担い手の意誠はその状況の多様性に応じて分化していか

ざるをえない』そこで，単一の集合意識が個々の活動主

体の意識を包摂していくことができなくなるのである。

－この時，行為を規制する集合的・規範的要素が消失

してしまうわけではない。しかし，個人意識の類似性が

低下すればするだけ，意識間に共有ざれこれを拘束する

１．機械的連帯から有機的連帯へ
●■●●

『社会分業論』の中心的な主題と論理構成は既{こよく

知られている。まず，それを簡単にふりかえり，その脈

絡の中での連帯概念の位置づけをおさえておくことにし

よう。

Ｔ，パーソソズも言うように，『社会分業論』は「デ

ュルケームの後の理論的展開にとって本質的な要素を，

その萌芽的形態においてではあるが，ほとんど含んでい

る」作品であり2)，それだけに著作全体としてはきわめ

て複雑な柵成を伴っている。しかし，あえてその中心的

な論旨だけをとりだしてみれば，

「社会的分業」

「個人の自立化（または個人化)」

「社会的連帯」

（｢機械的連帯」と「有機的連帯｣）

という，三つ（ないし四つ）の概念の関係づけにおいて

これを把臘することができる。というのも，デュルケー

ム自身の表現をそのままとれば，この著作はまず第一}こ

次のような問いに答えようとするものだったからであ

る。

「個人がますます日立的になりつつあるのに，いよい



連帯概念と連帯的社会像 6５

要素はより一般化された価値や規llUのみを炎現するよう

になる。かくして分業の進展は，類似にもとづくという

意味での機械的連帯の契機を縮少させ，他方，集合意識

に対する個人意識の相対的自立化をもたらすのである。

しかし，分業の進展は「連帯的なるもの」それ自体に

対して，一方的に否定的な作用を及ぼすわけではない。

機械的連帯の成立条件を剥奪する一方でⅢ分業は，それ

自ら新たな連帯の契機を作りだしていくからである。

分業は確かに，集団や個人を専門分化させ，その意味

では互いに互いを引き離す。しかし，分化し個別化した

活動主体は，互いの活動の産物を交換しあわなければ，

個々の活動，生活を維持していくことができない。つま

り，専門分化が進行すればするほど，他の主体との相互

依存関係は強められざるをえないのである。従って「分

業は対立させると同時に結合させる」のであって，「〔Ｉ

らが分化した諸活動を収散させ，引き離したものを接近

させる｣7)。専ｌ１１Ｉ化し，個別化した柵主体こそ孤立した状

態では生きられないのであって，相互の持続的関係を要

求しあう。ここに新たな述帯の契機が見いだされる。言

うまでもなく，この相互依存関係から生まれるのが有機

的連帯である。

２．分業の条件としての連帯

さて，前節の内容を要約すれば次のように言える。

『社会分業論』においてデュルケームがまず'二lらに課

したのは，「個人の自立化と社会的述帯はいかにして両

立しうるのか」という問題であった。そして彼は，「そ

のいずれもが分業の機能として生じるからである」とい

う解答を提示した。つまりここでは，分業が説明要因で

あり，個人化と連帯（特に有機的連帯）はそれによって

説明される要素である。はじめに分業があり，個人化し

た社会における連帯はその帰結として生じる。これが先

にのべた中心問題に対する解答であり，論理である。私

たちとしては，とりあえずこの点を確認しておかなけれ

ばならない｡

ところが，社会的分業と連帯との因果的関連づけにお

いて，『社会分業論』はこれまでの要約とは異なるもう

ひとつの側面を示している。ある文脈においてデュルケ

ームは，連帯の存在を，分業を成立せしめる条件として

位置づけているのである。

に専門分化がひきおこされるのであろうか。

デュルケームによれば，それは人口の動的・道徳的密

度の増大が一種の生存競争の激化を生むからである。以

下，その倫理をたどってみよう。

ダーウィンを援用して，「二有機体間の競争は，両者

が類似しているほど激しい」とデュルケームは言う8)。

「同じ欲求をもち，同じものを追求すれば，両者はど

こにおいても対抗しあう。必要以上の資源をもつ限

り，彼らはまだあい並んで生きることができる。だ

が，彼らの数がふえてきて，あらゆる欲求が十分に満

たされないようになると，戦いが勃発する｣,)。

この「戦い」をInI避するためには，相互に異質な欲求

を持ち，異なるものを追求しなければならない。そし

て，分業はそうした差異化のための肢も有効な手段であ

る。つまり，人口の規模と密度の増大が資源の相対的希

少化をもたらした時，その社会内部の関係が闘争状態に

おちいってしまうことを防ぎ，共存を可能にするひとつ

の選択肢が，分業による専門分化なのである。

しかし，それまで同一の活動に従事しⅢ相互の類似性

の認知によって結びついていた複数の主体が，それぞれ

の活動を分化・専門化させ，なお新たな共存関係をつく

りあげるということは，少くとも，それまでのものとは

異質な要素一未知の習慣や規則一を相互関係の内に

もちこむことを意味する。しかもデュルケームは，この

時，両者の関係を規制する第三者的な力（例えば，ホッ

プス的な絶対権力）の介在をほとんど可能性の埒外に置

いている。相互に分化しつつ，新たな関係を形成するプ

ロセスは，外部からの強制力や所与の規則によって調整

ざれ制御されるものとは考えられていないのである。従

って，互いに分化する主体は，当事者llUで各々の活動領

域を限定し，境界をひき，相互の関係を規制する新たな

ルールを設定していかなければならない。機械的連帯か

ら有機的連帯への移行には，関係を制御する規範の質的

な変換が必要とされるのである。

しかし，資源の希少性という，それ日体利害対立の契

機となるものを前にして，そのような自発的な関係の更

新がいかにして可能であろうか。

デュルケームは，こうした分業にもとづく共存関係が

成立していくために，その関係に参与している人々が

｢あらかじめひとつの社会を織成していること｣，もしく

はその「諸個人が既に連帯的であること」が必要だと論

じている'０)。「分業はすでに織成された－社会の成員の

あいだでのみ実現されうる」のであり，分業が成立する

ためには「互いに闘争に参加していく個々人が既に連帯

既に見たように，分業の発達を促す直接的要因は，人

口の動的・道徳的密度の増大であった。だが，人口の密

度が増しその間の交流の頻度が増大すると，なぜ集団内
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的であり，またその連帯を感じとっていなければならな

い。すなわち同一の社会に属していなければならない」

のである'1)。これを文字どおりにとれば，欲求に対する

資源の希少化が生まれた時，そこから闘争状態が惹起さ

れるのか，それとも分化による共存が選択されるのかを

左右するのは，「帯連の有無」に他ならないことになる。

この文脈での連帯は，分業にもとづく社会が成立するた

めの前提条件である。

しかし，連帯と分業との間のこうした関係づけは，前

節に要約した考え方との間に，少くとも表現上の矛盾を

生まざるをえない。

他方において，分業は既存の連帯の基盤が解体したと

ころに生じ，その分業が新たな連帯の契機を生象だすの

だと論じられているのに，ここでは，分業が成立するた

めにはその社会が既に連帯的でなければならないと論じ

られてしまうからである。そもそも，あらかじめ連帯的

な社会での糸分業が生起するのであれば，述帯の可能性

を分業の機能によって説明しようという戦略それ自体が

意味をなさなくなってしまう。この矛盾の結果としてデ

ュルケームは，例えば，「分業は・・みずからが分化さ

せた諸活動を収散させ，引き離したものを接近させる」

と言いながら，すぐそれに続けて「この接近はあらかじ

め存在していたはずである」と言わなければならなくな

っている'2)。分業と連帯との関係づけにおいて，彼のテ

キストの中には二つの論理が用意されているのである。

では，『社会分業論』の成立過程の中で,なぜこのよう

な矛盾した表現が生まれてしまったのだろうか。また，

これら二つの論理を，デュルケーム社会理論全体の発展

プロセスの中に位置づけてゑる時，それらをどのように

関係づけ，評価することができるだろうか。

おそらくこの問題に対する解答は，デュルケームの様

々な著作に一定の方向性を与えている，より包括的な意

味での主題をどう理解するかによって大きくくいちがっ

てこよう。私たちとしては，連帯概念の文脈ごとの内容

をよりわけていく一方で，これを全体的視野の中に位置

づけ，整理していかなければならない。

３．パーソンズによる『社会分業論』解釈

上述の問題に対するひとつの解答は，既に『社会的行

為の概造』（1937)の中でＴ、パーソンズによって示され

ている。周知のとおりこの著作は，「社会秩序に関する

ホップス問題」を軸として，マーシャル，パレート，デ

ュルケーム，ウェーバーらの著作に体系的読解を示し，

社会学的思考の成立過程を思想史的に描きだすことを主

第３０号１９８９

眼とするものであった。そこで，「社会分業論』に始ま

るデュルケーム社会理論の展開も，「秩序問題」をめぐ

る思考の展開と深化の歩みとして読承とられている。

パーソソズによれば，「デュルケームはコントの精神

的後継者であり，かれの初期の思想の蔽要な要素は，す

べてコントの著作にその萌芽を見いだすことができ

る」'3)。

しかし，「デュルケームとコントを分かつ主要な相異

のひとつは，デュルケームが社会勤学の問題に関するコ

ント風の先入見を共有することなく，コントが“社会静

学'，と呼んだものに没頭したことである」秩序の問題こ

そ，デュルケームにとって初期からの'|]枢的問題であっ

た。まさに，デュルケームがコントを乗り越えたのは，

この問題を追求していくなかでかれがコントよりもずっ

と深い理論的水準にまで達したことによってである｣'ｲ)。

では，秩序問題をめぐる理論的水準の深化において，

『社会分業論」のなした貢献はなんであったろうか“

彼の解釈に従えば，それは，人間の社会的相互行為の

中で共有された道徳的価値もしくは規範的規則がはたす

役割を，この著作が明確に示したことにある。とりわ

け，スペンサーの言う「契約的関係」への批判として，

契約を成立せしめる(Ijll度，いわゆる「契約の非契約的要

素」の存在を明示したことが重視される。

「契約の『制度』と呼ばれるもの－つまり契約関係

を規制している諸規則であるが－は，当事者間の合

意に属することがらではなく，むしろこうした合意に

先だって存在ししかもそれから独立したものなので

ある｣1の。

パーソンズは，この「契約的関係」をめぐるデュルケ

ームの洞察に，功利主義的個人主義への決定的批判を見

る。従って，「秩序問題」をてことして功利主義的思想

を乗り越えていく思考の流れ－つまり，社会学的思考

の生成の過程一の中で，『社会分業論』のはたす役割

は決定的なものである。

彼によれば，「デュルケームがここで行ったことは，

鋭い形でホップス問題を再提示したこと」なのであ

り'0)，この著作は，「功利主義的理論のなかで定式化さ

れた諸要素には秩序〔維持〕のための適当な基盤が含ま

れていないということ｣，すなわち「何故に人々は他の

人々の利害と両立しうる手段を用いて，その限定された

Ⅱ的を追求するのか」を功利主義的思考によっては説明

できないということを明らかにしている'7)。そしてデュ

ルケームは，「個人的な利害を追求するこうした巨大な

行為の複合体は，契約当事者のそれぞれ個人的な直接的
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動機から独立な，一群の識規則の枠内で展開していると

いう事実｣，言いかえれば，「功利主義者とりわけ経済学

者が念頭に浮かべている活動は，規制力をもつ規則の体

系によって特徴づけられた秩序の枠内で行なわれている

にすぎぬ」ということを暴きだしているのである'8)｡

すなわち，秩序問題に対する『社会分業論』の最も大

きな貢献は，分化した社会の中で契約的関係をとりむす

ぶ諸個人に対しても，常に「集合意識」が先行し，その

意識を拘束しているというIIT実，これをⅢ]示したことに

求められねばならない．

ところが，やはりパーソンズに従えば，他方において

デュルケームは，Ｆ１立的で自由な個人の(lIIi値を擁護する

という課題を自らに課しており，このために「共有され

た価値・規範によって統合された社会」と「個人主義的

で分化した社会」とをあくまで切りはなしておかなけれ

ばならなかった。このために，機械的連帯のもとでの

｢集合意識」の拘束力と契約的関係の'二１１での「非契約ＩＤ

要素」の拘束力とを同一視することは許されなかったの

である。

パーソンズのこの指摘は，それがそのまま正しいかど

うかは別としても，確かにデュルケームの論述上の峻昧

さをついていると言える。少くとも『社会分業論』の枠

内においては，「築合意識」の成立と個人意識llIlのトー

タルな類似とがしばしば不可分なものとして記述されて

おり，両者は，概念上充分に分節化されることなく，と

もに機械的連帯を特徴づける要素として位置づけられて

いる。その結果として，分化した主体間を規制する規則

の体系一例えば「契約の非契約的要素」－が存在す

るというとき，その拘束力を”機械的連帯のもとでの集

合意識の規制力と異質なものとして読みとらせてしまい

かねないのである。

パーソンズの解釈では，契約的関係を規制する規則

は，文字どおり行為者の意識に外在する「行為の外的条

件」として位置づけられており，意識内在的な拘束力を

もつ集合意識のそれとはあくまで異質なものとして提示

されているのだとされる。これによってデュルケーム

は，契約の制度の存在をゑごとに暴きながらも，その本

質を明らかにする可能性を[]ら閉ざしてしまったのであ

る。そしてまた，この点にこそ「ｲｲ機的辿帯論」の根本

的な不備があり，『社会分業論』以降のデュルケームは，

その自覚によって連帯の類型区分を放棄し，機械的連帯

論一つまり，集合意識による統合の理論一へと回帰

していったのだと論じられている。

なるほどこうした解釈にたてば，先にのべた連帯と分

業の関係づけをめぐる論述の混乱に，ひとつの収拾の道

をひらくことができる。この時ヶこの混乱は，『社会分

業論」全体の論理的不備と，それを修正しようとする思

考の迷励の結果として了解されることになろう。

デュルケームは，秩序問題を軸として考察を進めてい

くうちに，分化し自立化した個人間の関係においても，

それが一定の秩序のうちに成立するためには，共有され

た規範的規則の存在が不可欠であることにますます自覚

的になっていった。そしてそれは，実質的には，有機的

連帯が成立するためにも，集合意識の規制力（機械的連

帯の一興素）が要求されるということに他ならない。デ

ュルケームが連帯を分業の条件として位置づける時，そ

こに示唆されているのはその蕊である。しかしこの認識

は，機械的連帯と有機的連帯を根本から考察しようとす

る著作全体の樅成を修正するところまでは推し進められ

なかった。すなわち，先に述べた論述上の矛盾は，秩序

l1U題をめぐる思考の深まりとその不徹底によって生じた

ものと理解されるのである。

パーソソズのこの解釈は，社会秩序の問題が，『社会

分業論』およびその後のデュルケーム社会理論の展開を

規定する重要な－要素であったことを正確に指摘してお

り，この点において正当な理解を示したと言える。そし

て，分化し，個人化した主体ｌ１Ｕに秩序が維持されるため

には．規範的規則の体系が個人意識を拘束する形で存立

していなければならないという認識も，確かにデュルケ

ーム自身のそれと重なりあうものであろう。

しかし，「分業が生起するためには，個々人があらか

じめ連帯的でなければならない」と言う時，デュルケー

ムが主題化しようとしていたものを，パーソンズは必ず

しも内在的に理解していない。またパーソンズは，連帯

という概念を，既に規範的規則の体系によって統合され

ている状態と解しているが，これも決して的をえたもの

とは思われないのである。

デュルケーム１１身は，社会秩序の111]題を動態的なプロ

セスの中で論じようとしているからである。

４．秩序生成の条件としての連帯

既にふれたように，社会的分業の進展は，社会の環節

的構成が少なからず解体し，機械的連帯の存立基盤が揺

らぎはじめたことによって可能になる。とすれば，分業

にもとづく秩序は，環節型社会の中で関係を規制してい

た規範が，そのままの形では現実の社会関係を制御しえ

なくなった状況の中ではじめて成立していくことにな

る。それまでとは異質な関係をつくりあげていくため
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の，新たな規範的規則がそこには用意されねばならな

い。そこで，今まさに過去の規範的秩序が解体していこ

うとする時，それにかわる未知の規範的秩序が創造され

るとすればそれはいかにしてか。［M]われなければならな

いのは，その論理もしくは条件なのである。

確かにパーソソズの言うとおり，；社会秩序が成立する

ためには，なんらかの規範的要素が共有されねばならな

い。しかし，この文脈でのデュルケームの主要な関心は

既にそれを指摘するところにとどまってはいない。彼が

主題化しているのは，その規範内容の変容を伴いつつ，

人々が新たな共存を選択していくための条件である。類

似にもとづく'19係が解体し，分業と差異にもとづく|測係

に転換していくためには，当然，その関係を統制する規

範的規則の内実がなんらかの断絶を生ゑつつ更新されて

いかなければならない。従ってそこには，新たな社会秩

序の創発が要求される。その創発の条件を問う限りにお

いて，デュルケームの思考は既に動態的なプロセスへと

向けられているのであって，パーソンズの静態的な枠組

ぶとは相容れない要素をはらんでいるのである。

では，規範的秩序の創発条件として「述帯」を位lEiづ

けてふた時，この言葉の意味内容はどのように理解され

るだろうか。

既述のようにパーソソズは，「連帯が分業の条件であ

る」という論述を解釈する際，一定の規範的規則の体系

があらかじめ確立され，社会的l;Ⅱ互行為を制御している

状態として「連帯」を理解している。しかし，それは明

らかに誤りである。分業の進展がそもそも環節型社会の

解体を前提としている以上，分業の成立条件が問題とな

る時点において，かつての規範体系は既に旧態化してい

るはずである。従って，分業を条件づけている「迎ｉＩＩＩｒ」

は機械的連帯そのものではない。また，有機的連帯は分

業の結果として生じるのであるから，当然その条件とな

ることはできない。

そこで私たちは，この文脈における連帯概念の含意

を，全く新しい形で解釈しなおさなければならない．

そのひとつの可能性は，ここでの「連帯」を，「機械

的」や「有機的」という指差的な特性以前の，まさに

｢連帯的」とのみ呼びうるような社会関係の様相として

とらえることであろう。言いかえればそれは，分業の条

件としての連帯を，相互の類似によってはじめて生じる

ものでも，その差異によってあらためて生まれるもので

もない，持続的な紐帯のあり方として理解することであ

る。この時，述帯は，その形態を規定する契機に先だっ

て，常にあらかじめ存在していなければなら】Ｌ'､。

そして，もしそのように解することが可能であるなら

ば，「機械的連帯から有機的連帯へ」というテーゼに，

これまでの一般的な解釈とはややニュアンスの異なる表

｣Mを与えることができる．このテーゼは，ひとつの関係

のあり方が完全に解体し，全く新たな形成原理に従って

i１J織成される過程を言うのではなく，「連帯的」と呼ば

れる持続的な関係の様相が，外的条件の変化漣応じて異

った規範の体系を産出していく過程を指すのだと言える

からである□分業がひとつの連帯を解体し，全く新しい

連帯を作り直すのではない。終始一貫して連帯的な社会

での糸分業が生じ，それによって連帯的関係の相貌が変

化するにすぎない。つまり，はじめに連帯ありきであ

る。

もちろんこうした解釈が，『社会分業論』の全体にわ

たって妥当するわけではない。本稿の初めにも述べたよ

うに，この著作ば論理構成の上で一種の二重禰造を示し

ており，その両者を完全にｲⅡ解させうるような一義的解

釈}よ，いずれの側に力点をおいたとしても可能であるよ

うには思われないのであるニ

ー方においては確かに，自立化した個々人がなお連帯

的でありうる根拠を，分業の機能にもとめようとする論

理がある。しかし他方においては，分業による共存とそ

れにもとづいた社会秩序の成立を，連帯的紐帯;こ内在す

る規範創出のポテンシャルから説明しようとする思考が

存在している。この第二番Ⅱの論理展開に即してゑるな

らば，私たちは「迎帯」をペーソンズのとらえたものと

全く異なる位相において理解しなくてはならない。

５．連帯的社会像

では，規範的秩序の源泉として位置づけられたとき，

連帯とはどのような社会的紐帯のあり方を指し示してい

るだろうか。デュルケームの様々なテキストの中に，そ

の具体的内容を求めてみよう。（とはいえ，冒頭にも述

べたように，デュルケーム自身は連帯という用語をいか

なる文脈においても定義づけていない。従って私たちに

できることは，その断片的論述の中から，連帯的な社会

関係のイメージを，ある程度窓意的に，仮説的に構成し

てみることに尽きる｡）

(1)接触（コンタクト）

「持続的な接触状態にある諸個人の集合体は，すべて

一個の社会を形成する」とデュルケームは述べてい

る'9)。ここで，分業にもとづく秩序の成立条件として，

｢－社会を:構成すること」と「連帯的な関係を形成する
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二と」とが等価な位置づけをなされていたことを想起す

れば，これを「持続的な接触状態にある諸個人の集合体

'よ連帯的なDM係を形成する」と読象かえること|こさほど

の無理はない。また同様の考え方は次のような論述の中
にも見いだされる．

「it会的述帯が強い場合には，それは人々をたがいに

強くひきあわせ，ひんぱんに接触させ，たがいに関係

しあうべき機会を多くつくりだす｣。

そしてこの時，

「人々は社会的連帯が強力だから接近しあうのか，そ

れとも人々がたがいに接近しあうから社会的連帯が強

力なのかどうか，ということを断言するのは辨易では

ない｣20)。

いずれにしても，個人[H1の接触の頻度が連帯の強度と強

く相関しあうⅢ｢実であると言えよう．連帯とは，まず第

一に，人々が互いに無交渉ではなく，接近しあい接触し

あうところに生まれる｡

しかし，ここでデュルケームの言う接触（コンタクト）

とはどのような事態を指すのだろうか。

(2)コミュニケーション

例えば彼は，『社会学識義』において次のように論述

している。

「一般的に言って，他のすべての条件が同じであれ

ば，ある集団が強固に確立されていればいるほど，そ

れ固有の道徳的準則の数は増し，人々の意識に対する

それらの権威も強くなる。なぜなら，集団の凝集性が

大きければ大きいほど，諸個人はますます緊密かつ頻

繁に接触するからであり，またこうした接触がより頻

繁かつ親密になればなるほど，交換される観念や感情

は増し，共同の意見がより多くの馴項にまで拡大する

からであり，また多くの癖項が共同のものとなるから

である｣21)。

ここには，デュルケームが接触という言葉を用いる時に

想定している社会関係の様相が，比較的はっきりと語ら

れているように思われる。「接触」は，その訳語の与え

る即物的な印象とは異なり，単なる物理的接近や関わり

あいの存在以上のものを含意している“そこには，各々

のもつ観念や感情が交換される過程，個々の要求が共同

のものとなる過程が付随していなければならない。言い

かえれば，充分なコミュニケーションが存在しなければ

ならないのである。

既に見たように，分業にもとづく関係が漸進的に成立

していくためには，以前には共有されていた労Iii11の中に

境界線を引き，相互の活動領域をそのつど限定していか

なければならないのであった。そしてデュルケームは，

この課題が順次達成されていくための条件として，「こ

の専門分化する二部分が，その分離の続いているあいだ

じゆう，たえずコミュニケートしていることが不可欠で

ある」と論じている22)。分化しつつある諸主体間の関係

は，相互の交換過程を経るにしたがって「やがて自らを

規則化し，時がその規則を強化して」いくのであるが，

その時相互のコミュニケーションが緊密であれば，「か

すかな反応でも双方に感じとられるから，こうして形成

された諸準則もまた，この敏感な反応という特徴を帯び

る。すなわち諸準則は，詳細にわたって均衡の諸条件を

予測し，これを固定する」にいたる23)。緊密なコミュニ

ケーションの存在は，行為準則の確立と，それが相互の

要求の均衡点に導かれるための必須条件なのである。

そこで，頻繁な接触とそこから生まれる緊密なコミュ

ニケーション，これが規範的秩序の生成を可能にする前

提条件であり，この文脈における「連帯」の第一の位相

であると言える。集団内の分化が推し進められ，同時

に，個別化する主体間の関係に秩序が与えられていくた

めには，まずその個々の主体が互いに触れあい，知らせ

あわなければならない「連帯」はそこから生まれるの

である。

(3)他者

さて，これまでに述べてきた二つの条件と関連させ

て，述帯的な紐帯を特徴づけるもうひとつの要素に触れ

ておくことにしよう。それは，社会関係の中で，他者が

お互いにどのような存在として意識されるのかというこ

とに関わっている。

例えばデュルケームは，分業によって作りだされる社

会関係が，しばしば交換という側面に限定されて論じら

れてきたことに異論を唱え，交換はより深圃にある精i(Ill

的依存関係の外面的表現にすぎないと述べている。

「交換とは，内的な深層の状況をおもてにあらわすだ

けのことなのだ。まさにこの内的状況は'恒常的である

から，内的な心象を扱う場合，交換にはない持続性を

もって働くような全機構を生じさせる。われわれを補

完する者の心象は，われわれ''１身のうちにおいて，自

分に対･する心象と不可分なものになる｣別)。

すなわち，交換そのものIま一時的・利害的な関係である

けれども，そうしたUU係が成立する為には，他者が単な

る利害の対象としてではなく「われわれを補完する者」

として意識されていなければならない。他者の存在が，

自己の存在に不可分なものとしてイメージされていなけ

ればならないのである。そして，デュルケームの表現に
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であるように誕者には思われるのである。

では，何故そのように言えるのかロ

デュルケームは，この問いに対してなんら論理的な解

答を用意していない。おそらく，規範的秩序の創発は，

論理的に説明されうるものではなく，常にひとつの事実

としてⅡ盤されるものなのである。そこで彼は，それが

新たに生まれるための「条件」についてしか語っていな

い。その意味で，社会秩序をめぐるデュルケームの思考

は，純粋に,iIijMl的なものであるというよりも，むしろ経

験的・仮脱的なものである。従って，『社会分業論』に

おける彼の解答は，厳密な意味で「秩序問題」にこたえ

るものであったとは言いがたい。しかし，少くとも,「い

かにして社会秩序は可能か」という問いが，歴史的ダイ

ナミズムの問題として提示され，それがデュルケームの

理論的言説を方向づける重要な要因となっていたこと

を，私たちはあらためて認識しなおさなければならな

い,、

7０

従えばロ「他者の心象がロ分に対する心象と結合するの

でなければ，他者とわれわれとのあいだに決して連帯は

ありえない｣2`)。従って，功利的・利害的関係を越えた

精神的・人格的関係の成立は，連帯的紐帯の重要な一要

素であると言える。

緊密なコミュニケーションは，当然にも，それが存在

しない状況に比べて，他者に対する理解の程度を高めさ

せる．それによって，他者が何を思い，何を欲している

のかが了解されるようになる。その時他者は，既に単な

る交換の相手，すなわち利害の対象ではなくなり，それ

以上の意味をもって各行為者の前に現われてくることに

なる。そこで他者は，「われわれの意識の不可欠の構成

部分」となり，その他者を失うことは精神的な痛象を伴

うようになる。他者はかけがえのない存在になっていく

のである。デュルケームは,この他者の意味の変容こそ，

規範的紐帯の本質的源泉である，と論じているように思

われる。

また，このように他者と自己との関係が精神的内容を

伴うようになると，その関係自体が道具的な性格を失

い，感情的もしくは情緒的な“意味，，を担いはじめる。

例えば，分業が進行し，社会的諸機能が各集団に分配さ

れていく過程においても，これら諸集団は「互いにもっ

ている欲求を機会あるごとにすぐ知らせあい，したがっ

てまた，その相互依存関係については，いきいきとした

持続的感情をもつ」ようになる26)。コミュニケーション

の存在を前提とした，この「持続的感情」の生成もま

た，連帯的紐帯の重要な一側面であると言えよう。

６．おわりに
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さて，要約しよう。

本稿のⅡ的は！『社会分業論』に描ける論理展開の二

重性を指摘しつつ，デュルケームのテキストの中に，規

範的秩序の生成条件に関わる思考をつかみとること，そ
してその条件として連帯という概念を位憧づけ直すこと

にあった。

この時連帯とは，その第一の位相において，頻繁かつ

持続的な接触（コンタクト）と緊密なコミュニケーショ

ンの存在を，また第二の位相においては，その接触とコ
ミュニケーショソによって他者の感情や欲求が充分に了

解され’１Ｍmの関係に精神的意味が付与されることを指
している｡こうした条件が与えられた時，個点に欲求を

もち〆相互に利害を対立しあう諸主体間の関係は，闘争

的な状態を回避し，共存の道へと導かれる。これが，デ
ュルケーム社会理論の根底にある，ひとつの暗黙の前提

22）

23）

24）

25）

26）
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